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 理事長 春木 和弘 

◎保養所利用料金の改定について 
  
 伊東保養所の利用料金につきまして 2026 年 4 月 1 日宿泊分から、被保険者・加入者及び

OB の方（被保険者・任意継続被保険者以外）と社外の利用料金を値上げすることにしまし

た。 
組合の財政運営が厳しさを増しつつあり、施設の維持、運営経費の負担が相対的に重くな

っており、保養所事業の継続には値上げが避けられなくなりました。3 歳未満の被扶養者の

利用料は現行通り無料です。利用料には伊東市の入湯税（中学生以上 300 円）を含みます。

本日の組合会で承認された料金改定の内容は以下の通りです。 
 

  記 
  

 
注 1：共同健保組合に加入していない配偶者、被保険者の実父・実母および、 

   扶養家族になっていない就学中の子の料金は、「健保組合加入者」 

注 2：退職者の配偶者以外の家族、親族は社外扱い 

 
以 上 

朝夕2食 朝1食 朝夕2食 朝1食
大人 8,000円 3,800円 5,000円 2,800円
小学生 6,000円 3,300円 4,500円 2,300円
未就学児 4,100円 2,800円 3,100円 1,800円
3歳未満食事なし

9,500円 6,000円 7,000円 5,000円
大人 11,000円 7,300円 8,000円 6,300円
小学生 9,000円 6,800円 7,500円 5,800円
未就学児 5,200円 3,600円 4,200円 2,600円
3歳未満食事なし

退職者

社外

2,500円 2,000円

新 旧

区分
利用料 利用料

健保組合加入者

無料 無料


